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要約

このレポートは、昨年の国際取引再開後の日本国内における象牙取引の傾向に関する調査

をとりまとめたものである。そこでは、象牙の密輸事例、昨年の輸入象牙が低価格である

こと、サイズが小さいこと、さらにこの間の業界による象牙印鑑の販売促進の動き等が報

告されている（第１章）。また、日本政府が国内取引を有効に規制していると主張している、

象牙の国内取引管理制度の運用実態に対する考察も行っている（第２章）。

第１章では、まず象牙業界（製造業者）、印章業界の動向の考察から、今回の付属書格下げ・

輸入再開が、象牙印鑑の市場価格を既に一定程度引き下げ、また消費者の象牙製品に対す

るイメージ操作の効果をあげつつあるのではないかと推測される、と結論づけている。

また、日本に向けた象牙密輸の事例分析の結果、１９９９年に、１９９４年以降２番目の

規模の印材の密輸が発生していたり、付属書格下げのあった１９９７年と１９９９年に生

牙が輸入されていること（少なくとも過去三年間は把握されていない）を報告している。

こうした調査検討の結果、南部アフリカ３国のアフリカゾウの付属書格下げと象牙の国際

取引再開が、

１．象牙印鑑及び象牙アクセサリーの国内流通及び需要を刺激している

２．日本への象牙の違法な国際取引を刺激している

と結論づけている。

第２章では、日本国内の取引に関する象牙管理制度に関しては、政府の主張に反する実態

が明らかにされている。



現行の象牙管理制度の下では、象牙の製造過程及び象牙印鑑に限って卸売・小売過程の規

制が行われる。しかし、その制度の仕組み自体に欠陥がある結果、制度が効果的に運用さ

れたとしても小売市場において違法に輸入された象牙から製造された印鑑と適法なそれと

を区別することは不可能である。また、卸売及び小売の規制については、印鑑のみを対象

にしアクセサリーを除外しているが、南部アフリカ３国からの輸入象牙は、アクセサリー

の原材料とされる可能性が高い。この点でも、現行の管理制度には欠陥があることになる。

さらに、JWCS が制度の運用実態を調査したところ、多くの印鑑小売業者はこの管理制度

における業の届け出、台帳記帳などの法的義務を認識していない結果、それら義務を正し

く履行しておらず、台帳の記載を全く行っていない者も少なくないことが明らかになった。

また、印章業界は、在庫印鑑が適法に入手された象牙から製造されたものだと宣伝するた

めに、政府が発行する認定シール類似の「象牙マーク」を発行しており、政府がそれを黙

認するなど、象牙管理制度の運用主体の矛盾にみちた行動も報告されている。

最後に、このレポートは、以上の結果を前提とする限り、象牙の試験的再開は失敗であり

付属書格下げ自体が時期尚早だった、これらのアフリカゾウは付属書Ⅰに再掲載すべきで

ある、３国以外の国、具体的には南アフリカ共和国のゾウの付属書格下げについても未だ

時期尚早である、と結論づけている。

 第１章　取引再開が、日本の象牙取引及びその需要に与えた影響

１　日本国内の象牙需要分析

日本における象牙に対する需要は、１９７０年代から１９８０年代にかけて世界最大の規

模に達した。この需要は、主として印鑑の原材料としての象牙に対するものである。（坂元

1999）（未完成の印鑑や、完成しているが先端に氏名等が刻まれていない段階のものも「印

材」と呼ばれるが、本稿ではそうしたものも含めて「印鑑」という用語を使用する。）その

後、１９８９年に開催されたワシントン条約第７回締約国会議におけるアフリカゾウの付

属書Ⅰ掲載による象牙の国際取引禁止（１９９０年）と日本国内の長期化する経済不況の

影響で、象牙及び象牙印鑑の流通は一定の停滞を余儀なくされる。それに伴って需要も抑

制的な影響を受けた。それにもかかわらず、現在でもなお相当規模の象牙印鑑の流通があ

り、かつそれ以上の流通を求める潜在的需要が存在する。こうした潜在的需要が維持され

てきた要因は、日本経済の高度成長期に形成された、印材としての象牙のステータス性に

対する一種の「信仰」にある。（坂元 1999）印鑑の中で象牙は最高の利益率を誇る商品で

あることから、象牙のステータス性は、印章業者によって消費者にたたきこまれてきた。

さらに、その背後で象牙に対する需要を刺激し続け、維持してきたのが、象牙の流通と価

格の大部分を操作してきた一部の輸入・製造・大卸売業者と、その利益を国策に組み込ん

できた日本政府（通商産業省）であった。通産省は象牙の国際取引禁止後、補助金として

「象牙産業救済対策事業費」を支出してきた。また、１９９７年度には当初予算額として

３３９，８２９，０００円、１９９８年度予算案として３１１，９３２，０００円の補助

金が、「べっ甲産業等救済対策」として計上されている。この補助金の目的は、「象牙貿易

再開のための専門家海外派遣」などとされている。（通産省 1999）

現在の象牙印鑑に対する消費者の需要を抑制している要因は、消費者の購買力が低下して



いるにもかかわらず低価格の象牙印鑑が枯渇したことと、象牙取引禁止により象牙は買え

ないもの、あるいは買うべきでないものといったイメージが消費者に一定程度浸透したこ

とにある。従って、印鑑小売業者、卸売業者は低価格の印鑑と、象牙印鑑宣伝を正当化す

る根拠を渇望していた。（坂元 1999）

南部アフリカ３国のゾウの付属書格下げに基づく輸入再開は、それが１回限りのものであ

るとしても、象牙輸入・象牙印鑑販売の社会的正当性を誇示する材料となる。また、輸入

価格によっては、印鑑・印材の価格を低下させ流通を活性化し得る。このようにして低価

格製品を中心に需要が底上げされてくると、高級品に対する嗜好も回復し、需要が二極化

する。そうなれば、アジアゾウ(Elephas maximums) や、コンゴ共和国等の中央アフリカ・

西アフリカの森林に生息するマルミミゾウ(Loxodonta africana cyclotis)の象牙を含め、象

牙に対する需要が全体的に顕在化していくことになる。（坂元 1999）

２　南部アフリカ３国のゾウの付属書格下及び輸入再開が、国内流通・需要に与えた影響

(１)南部アフリカ３国からの象牙輸入

１９９９年７月１６日、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエから象牙が輸入された。

その量と輸入価格は、表１のとおりである。

▲表１

３国からの輸入総計のデータを、日本の象牙輸入量がピークに達した１９８３年以降のデ

ータと比較すると、表２のとおりとなる。

▲表２

これらのデータを見て１９９９年の輸入に特徴的なのは次の点である。

第１は、kg 当たりの輸入価格の低さである。国際取引禁止直前の時期はもちろん、象牙輸

入の最盛期である１９８３－１９８４年当時と比較しても、価格は低い。牙１本当たりの

輸入量（ｋｇ） 本数１本当たり平均重量輸入価格（日本円/ＵＳドル）kg当たり輸入価格（日本円/USドル）
ボツワナ 17,168約１，８００本 約９．５ｋｇ 207,955,000/1,980,520 12,112 /115
ナミビア 12,359約２，５００本 約４．９ｋｇ 83,401,000/794,295 6,748 /64

ジンバブエ 19,912約１，３００本 約１５．３kg 247,125,000/2,353,571 12,410 /118
合計 49,735約５，６００本 約８．８kg 542,322,000/5,164,971 10,904/103

税関資料（日本貿易月表）より作成。ただし、輸入象牙の本数は、現代印章６月号1999

輸入量（ｋｇ） 本数平均重量/本 輸入価格（日本円/ＵＳドル）輸入価格/kg（日本円/USドル）
1983 475,666 - 9.73kg 7,106,999,000/US$67,685,704 14941/US$142
1984 473,782 - 10.53kg 7,590,958,000/US$72,294,838 16022/US$152
1985 286,529 - - 5,766,127,000/US$54,915,495 20123/US$191
1986 79,122 - 13,77kg 1,536,848,000/US$14,636,647 19425/US$184
1987 142,984 - 12,17kg 3,117,665,000 /29,692,047 21,804 /207
1988 105,620 - 10.58kg 2,959,916,000 /28,189,676 28,024 /266
1989 99,168 - - 3,690,658,000 /35,149,123 37,216 /354
1999 49,735 約5,600 約8,8kg 542,322,000/5,164,971 10,904 /103
税関資料（日本貿易月表）より作成。ただし、輸入象牙の本数は、現代印章６月号1999。
1989以前の１本当たり平均重量は、TRAFFIC1989による。



平均重量が１５ｋｇを越えるジンバブエからの輸入価格さえ、それ以下の平均重量だった

かつての輸入価格を下回る。

こうした数値を見ると、為替相場など諸々の要素を考慮に入れたとしても、今回の象牙は

かなりの安値で輸入されたといえる。

第２は、牙１本当たりの平均重量が低い点である（８，８ｋｇ）。平均を下げているのは主

としてナミビアの牙である。１９８７年当時の象牙重量の世界平均は４，９ｋｇで、１９

７９年当時の１０．１ｋｇと比較して２分の１以下に減少する中（TRAFFIC 1989）、日本

は大型の牙を集中的に買い付けていたことになる。

(２)取引再開が、象牙印鑑の価格、流通量、消費者の象牙購入に対する意識に与えた影響

この点、現時点でどの程度正確な評価が可能かは問題である。

今回輸入された象牙を、全形のまま製造業者間で取り引きしようとする場合は、後述の法

制度上、個々に日本政府に登録しなければならない（そのまま自分で加工する場合は登録

は不要である。坂元 1999）。加工はそれ以降に行われることになる。７月の輸入後、実際の

加工・出荷は早くとも９月以降になされたものと考えられ、市場で流通し始めてからまだ

間がない。

さらに、今回輸入を行った者はこれまで象牙価格をコントロールしてきた有力な製造・大

卸業者たちであること、今回の輸入が試験的輸入であることを考慮に入れなければならな

い。すなわち、在庫を確保した業者としては、小売業者の要求にもかかわらず、１回限り

の輸入であるという点を強調して国内ではできるだけ価格を下げずに取り引きしようとす

ること、従って供給量もしぼろうとすることは想像に難くない。そうなると、業者は、ワ

シントン条約第１１回締約国会議以降に本格的輸入が再開されるかどうかを見極めた上で

自分たちの取引のあり方を決めていくこととなろう。

そうだとすると、今回の格下げ・輸入再開の印鑑等の国内市場価格に対する直接的な影響

は、未だ出ていない可能性が高い。従って、現時点の市場価格をもって市場の動向を評価

することは適当ではないといえよう。

そこで、市場価格による評価以外の方法として、今回の付属書格下げ・象牙輸入を契機に

開始された業界等の動きを考察することにより、象牙市場にどのような影響があらわれつ

つあるかを推測することとする。

・象牙製造業者らで構成する業界団体は、１９９９年１２月に「象牙工芸館」をオープン

した。この施設は、伝統的町並みで著名な東京の観光地に設けられていて、一般人が自由

に出入りできるスペースである。象牙工芸品やワシントン条約に対する業界の主張をまと

めたパネルを展示したり、象牙彫刻の実演が行われている。一般消費者に対して、象牙取

引再開の正当性をアピールすることを目的とした施設である。

・印鑑業者を組織する全日本印章業組合連合会（以下「印章業連合会」という）は、今回

の輸入を機に、業界独自の「象牙マーク」を製作し、連合会会員の販売する象牙印鑑に添

えるキャンペーンを開始している。この「象牙マーク」には、「国際野生動植物の保護に協

賛」と表示されている。また、ポスター等において、「象牙マーク」のついた製品は、適正



に入手された象牙製品の証明だとして宣伝されている。このキャンペーンが日本の象牙取

引管理制度に与える問題点については後述する。

印章業組合連合会のホーム・ページ上ではこの「象牙マーク」を掲げるとともに、象牙取

引が約１０年ぶりに再開されたことを紹介し、「印章の中でも、特に一生ものといえる「実

印」には、やはり「象牙」が最適です。この機会に、ぜひ「象牙の実印」をおつくりくだ

さい」と宣伝している。

・印章業連合会の地方組織で、ある県下の業者を組織する組合では、象牙が輸入されたこ

とをきっかけに、象牙印鑑を拡大販売することを全県一致で決定した。そして、象牙印鑑

の価格を大幅に値下げし、象牙印鑑ＰＲが始まっている。ＰＲ用ののぼりには、「９９年３

月、象牙の輸入が解禁されました　象牙印鑑は政府登録の当店で」と表記される。今後は、

県を越え、地方レベルでも輸入再開による象牙印鑑の値下げによる販売促進が進む可能性

がある。（現代印章２月号 2000）

・今回の輸入を行ったある最大手の業者は、１９９９年７月から１１月にかけて「約１０

年ぶりに日本に入荷した記念」として象牙印材の価格を下げた特別セールを行った。（現代

印章１０月号 1999）ただし、セール品は今回の輸入以前の在庫分がほとんどである。その

他、日本の三大新聞に、「象牙輸入再開記念セール」などとして各業者が広告を出している。

・一方、西暦２０００年を記念する、純金の象眼が施された象牙印鑑が販売されるなど、

高級な象牙印鑑の販売も開始されている。（現代印章１月号 2000）印章業界では、高付加価

値のある高級商品の開発の必要性が繰り返し強調されている。

こうした象牙業界（製造業者）、印章業界の動向を見ると、今回の付属書格下げ・輸入再開

が、象牙印鑑の市場価格を既に一定程度引き下げ、また消費者の象牙製品に対するイメー

ジ操作の効果をあげつつあるのではないかと推測される。また、業界内では、高級な象牙

印鑑への嗜好を回復させることも意識されつつあるようである。

(３)取引再開が象牙アクセサリーの国内流通及び需要に与えた影響

既に述べたように、今回輸入された象牙の大きさ（重量）は全般的に小さい。ジンバブエ

を除く他の２国の象牙は、日本による象牙輸入のピークであった１９８３年から輸入禁止

までのいずれの年のものよりも小さい（１９８５年のデータは不明）。特に、ナミビアから

輸入された象牙とかつて日本が輸入していた象牙との間の開きは相当大きい。（表１，２参

照）

象牙印鑑を製造する場合、大きな牙であるほど端材・粉屑になる割合が少なく、単なる重

量の割合以上に多くの印鑑が製造できる。(Martin 1985)象牙印鑑製造業者によれば、効率

よく象牙印鑑が取れる牙の限界サイズは７～８kg という。飾り牙など印鑑以外の目的で仕

入れるとしても小さくて４ｋｇが限界、それ以下の牙は用途がないので買ったことがない、

という。（現代印章１９９９年６月号）今回の輸入を行った大手象牙印鑑製造業者も、今回

輸入した象牙の４割が印鑑に不適当であり、印鑑の材料の確保は量的に不満足と述べてい

る。（現代印章１９９９年１１月号）また、上質な印鑑の原材料には象牙の芯に近い部分が

使われ、逆に表面近くの部分から製造された印鑑の質は低い。従って、牙が小さすぎると

質の高い印鑑は製造できない。（坂元 1999）



こうした点から、今回輸入された象牙の相当部分（上記の製造業者の認識を前提とすると

４割）は、印鑑以外の製品に使用されざるを得ないこととなる。後述のとおり、国際取引

禁止以前は、小さい牙が、香港等のアクセサリー製造拠点へ再輸出されていた。しかし、

今回輸入した象牙の再輸出は禁じられている。（Decision 10.1)そうなると、それらの象牙は

国内のアクセサリー製造の原材料とされる以外に方法がないこととなる。

従って、３国からの象牙取引再開は、象牙アクセサリーの需要及び流通を促進しつつある

可能性がある。

３　最近の日本に向けた象牙の違法な国際取引

(１)税関統計に見る近年の密輸事例

何者かが無申告で象牙を輸入しようとした場合、税関は関税法に基づき輸入を差し止める。

違反の程度が比較的軽微なものについては密輸品の所有権を任意に放棄させるのみで（行

政没収の規定がないため）、特に処分は行わない運用となっている。

これに対して、違反の程度が高いケースは、関税法上の通告処分（行政処分の一種）が行

われる。さらに悪質なケースは捜査機関に告発される。告発事件は、捜査の上起訴されれ

ば刑事裁判が行われることになる。

象牙に関し、輸入が差し止められたのみで処分が為されなかったものの数は次のとおりで

ある。

▲表３　象牙に関する輸入差止め件数

これらの数を見ると、ここ３年間で１０数件から２０数件の差し止めが行われていること

になる。

次に、１９９４年から１９９９年の各年度に発生した事件で、行政上の処分がなされた悪

質なケースの事件数を示したもの（告発されたものも含む）が表４、それらの内容を示し

たものが表５である。

▲表４　関税法上の処分がなされた事件数

年度 件数
１９９７年 21
１９９８年 15
１９９９年 13
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▲表５　表４の事件の概要

通告処分がなされたケースの内容をみると、次の点が注目される。

第１は、１９９６年に発生した大規模な印鑑（印材）密輸事件の後、１９９９年にそれに

次ぐ数の印鑑の密輸が行われている点である。なお、印鑑の密輸は継続的に摘発されてい

る。

第２は、１９９７年と１９９９年に生牙が輸入されている点である。生牙に付加価値を与

えるためには一定の質の高さを持つ加工を施すことが必要である。従って、象牙製造業者

がこうした密輸の背景に存在する可能性が高い。

こうした注目事例は、南部アフリカ３国のアフリカゾウ個体群の付属書格下げが行われた

１９９７年以降のものである。

(２)その他の密輸情報

　税関における輸入差止・行政処分ないし告発事件以外にも、日本に向けた象牙の違法な

国際取引が行われていることを示す情報がある。

年度 件数
1994 6
1995 1
1996 3
1997 2
1998 3
1999 2

（合計） 17
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輸入された象牙の種別数量（単位：個） 輸出国
1994・事件Ａ 印材 15 シンガポール
1994・事件Ｂ 印材 119 台湾
1994・事件Ｃ 印材 18 シンガポール
1994・事件Ｄ 置物等 39 香港
1994・事件Ｅ 置物等 80 台湾
1994・事件Ｆ 置物等 23 台湾
1995・事件Ｇ 印材 1 台湾
1996・事件Ｈ 印材 1 台湾
1996・事件Ｉ 印材 13,800 シンガポール

1996・事件Ｊ 置物等 22 中国
1997・事件Ｋ 生牙 5 象牙海岸

1997・事件Ｌ＊ 印材 13,800 シンガポール
1998・事件Ｍ 印材 100 中国
1998・事件Ｎ 置物等 3 カナリア諸島
1998・事件Ｏ 置物等 145 香港
1999・事件Ｐ 生牙 2 セネガル
1999・事件Ｑ 印材 1,200 香港

＊1996・事件Ｉの共犯者が処分されたものである。



　コンゴ共和国では、北部やカメルーンとの国境等でアフリカゾウ（マルミミゾウ）の密

猟が盛んに行われている。（Nishihara 2000, Nishihara 2000, Madzou 2000）そして、コ

ンゴの首都ブラザビルでは、未加工象牙、象牙彫刻、象牙アクセサリーなどが相当量流通

している。(Madzou et al 1996, Madzou 2000）

Madzou によれば、南部アフリカ３国による象牙取引再開を、ブラザビルのほとんどの業

者と彫刻士が知っているという。(Madzou 2000）１５年の象牙取引経験を持つブラザビル

最大規模の美術商によれば、南部アフリカ３国による取引再開以来、商売は良好とのこと

である。ＲＤＣ（旧ザイール）のキンシャサには日本人が一人駐在していて、（対岸に位置

する）ブラザビルに大きなストックが入荷したという電話連絡を待っている。象牙が入荷

するや否やこの人物は河を渡り、約束の場所に赴く。ここで計量が行われる。象牙１本の

重量は１０kg を多少越えていなければならない条件だという。象牙の価格は、１本の象牙

の重量によって３区分されており（５ｋｇ以内、５ｋｇ－１４ｋｇ、１５ｋｇ以上）大き

い牙は単価が高い。(Madzou 2000）日本人は大きい象牙を選別して輸入してきた。（Martin,
1985）特に印材としての象牙についてはそうである。（坂元 1999）現在のコンゴで日本人

が牙の大きさにこだわるのはそのような理由だと思われる。

　なお、象牙を美術商に持ち込む者は、軍人やサンガ州のかつての、あるいは新しい権力

者たちともつながりがある者だという。従って、問題なくブラザビルまで運び込まれるの

だという。(Madzou 2000）

　この日本人によって買い付けられた象牙の行方は不明であるが、もっとも利益の得られ

る日本を目指したと推測するのが順当であろう。

　他にも、１９９０年１２月、４２０ｋｇの加工象牙がパリで押収された。この象牙は、

ルワンダから日本へ向けて輸出される予定であったと報じられている。(HSUS 2000)

４　結論

南部アフリカ３国のアフリカゾウの付属書格下げ・（試験的）象牙取引再開は、輸入された

象牙の価格の低さ、象牙業界の動き、付属書格下げ後の密輸事例・情報に見られる傾向か

ら判断して、日本における象牙印鑑の国内流通・需要及び違法な国際取引にも影響をもた

らしつつあるというべきである。

また、輸入された象牙の相当部分が質的に印鑑加工に適さずアクセサリーの原材料の用途

しか考えられないことから判断して、今回の象牙取引再開は象牙アクセサリーの流通・需

要をも促進しつつあると推測される。

結局、３国のアフリカゾウの付属書格下げは失敗だったのではないかと考えられる。それ

ゆえまた、３国以外のアフリカゾウの地域個体群について、さらに付属書格下げを行うこ

とは回避すべきである。

 第２章　象牙の国内取引管理制度の運用状況と問題点

１　象牙管理制度の概要と制度的欠陥

(１)象牙管理制度の概要（１９９９年３月施行）

象牙の国内取引管理については、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法



律」（以下「種の保存法」という）に規定されている。

この象牙取引管理制度によれば、全形保持した牙（ホール・タスク）は、１本１本を政府

に登録しない限り取引は禁止されるのに対し、それ以外の牙（カット・ピース、製品）は

登録の対象にならず、取引も禁止されない。

ただし、最終製品以外のカット・ピースの取引を行う者すなわち製造業者及び最終製品中

印鑑を取り引きする者のみが以下の義務を負い、義務違反には罰則もある。また、政府に

よる立ち入り検査の対象となる。

・ 業の届出義務（氏名、住所、譲渡施設の名称・所在地を届け出る）

・ 個々の取り引きの際に入手先を聴取する義務

・ 取引台帳に取引経過を記録し保存する義務

(２)象牙管理制度の制度的欠陥

密輸が行われ、違法に得られた象牙から製造された製品が市場に紛れ込んだ場合は、それ

を適法に輸入された象牙から作られた製品から見分けるための仕組みが必要である

(Panel1997)。

しかし、現行のスキームの下では、取引経過は製造業者、卸売業者、小売業者の取引台帳

を全てつきあわせる作業をしないと、象牙の流れは判明しない。しかも、業者の方から逐

時の取引経過の報告がないため、取引経過をたどるためには当局が取引台帳の生データを

つきあわせる作業を行っていかざるを得ない。しかし、政府（委託先の自然環境研究セン

ター）は、製造業者から小売業者まで一貫して取引経過をたどるためのデータベースを備

えていないし、そもそも、膨大な数の業者についてデータの入力作業を行うこと自体現実

的ではない。結局、現行のスキームでは、違法な象牙製品を合法なものと識別し、国内市

場から締め出すことは不可能である。

(３)業者が任意に行う制度について（１９９５年６月施行）

製造業者が、象牙を分割・加工した際に、入手先や取引先を明示した「管理票」を自主的

に作成することができる。この管理票付きの原材料象牙から製造された製品については、

政府の認定を受けて、標章（認定シール）を発行してもらうことができる。認定シールは、

当該製品が CITES に適合した原材料から製造されたことを示すものである。

しかし、実際にはシールを添付する小売業者は少なかった（TRAFFIC，1997）。今回 JWCS

が行った後述の調査でも、今現在では認定シールは貼らなくてもよくなったと回答した者

がいた。

２　象牙印鑑の国内取引管理の運用実態と問題点

(１) 象牙印鑑の国内取引管理の運用実態

原材料象牙あるいは象牙印鑑を取り引きする者として日本政府に業の届出を行った業者

（製造業者・象牙印鑑卸売業者・象牙印鑑小売業者）は、１９９９年７月現在で１１，５

００で（１９９９年７月１７日付読売新聞）、その大半は小売を行っている者である。

しかし、ＮＴＴタウンページに「印鑑店」として掲載された業者だけでも、１４，０００

近くにものぼる（JWCS1998）。業界雑誌によると象牙印鑑を取り扱う可能性のある文具店、



通販業者、宝飾関係業者などを含めると５万にものぼるという（現代印章１９９８年１２

月号）。製造業者・卸売業者を含めて１１，５００という届出業者数は、現実に象牙印鑑の

取り引きを行う者の一部しかカバーしていないと考えられる。残る者らによる取り引きは

法律上管理されるべきであるにもかかわらず、それがなされていないことになる。

さらに、JWCS は、印鑑専門店における象牙印鑑の国内取引管理の運用実態を把握するた

め、次のような調査を行った。

　調査期間：１９９９年１１月～２０００年３月

　調査方法：印鑑専門店を訪問しての店員からの聴取

　サンプルの抽出：東京都２３区内に所在する印鑑専門店から無作為抽出

　聴取事項：１９９９年施行の業の届出の有無・理解

　　　　　　同取引台帳への記載の有無・理解

訪問した印鑑専門店は１５で、その全てが象牙印鑑を販売していた。

聴取事項は、小売業者が回答しやすく、制度の運用実態の傾向を把握する上で最低限必要

なものに絞った。これは、JWCS が本調査前に予備的にいくつかの印鑑専門店から聴取を

行った際、多くの小売業者はの本制度に対する理解が乏しく、網羅的・複雑な質問は困難

であるとの結果を得たためである。聴取結果は、表６、７のとおりである。なお、特記事

項を含めた具体的な聴取結果は、別紙のとおりである。

▲表６　届出義務の履行状況

▲表７　取引台帳への記録義務の履行状況

業の届出義務の履行状況のこの結果を見ると、届出を確実に実施していると思われる者は

４０％に過ぎず、おそらく実施しているであろうと考えられるものを含めても、ようやく

５０％を超える程度である。

取引台帳への記帳に至っては、確実に記帳している者は１３％、おそらく記帳しているで

あろうと考えられるものを含めても、２６％に過ぎない。

確実に届出を
している者

1995 年 施 行 の
任意の制度と混
同している可能
性も残るが、お
そらく届出をして
いる者

確実に届出をし
ていない者

届出義務につい
て理解が無く、お
そらく届けをして
いない者

数 6 2 2 5
％ 40% 13% 13% 33%

取引台帳に記
帳している者

商品一般の売り上
げ記録と混同してい
る可能性もあるが、
おそらく記帳してい
る者

取引台帳に記
帳していない者

数 2 2 11
％ 13% 13% 73%



この結果を見れば、小売レベルの象牙印鑑管理制度の運用はうまく行っていないことは明

らかである。おそらく日本のある町で目に入った印鑑店に立ち寄れば、その人はおそらく

（この調査結果にあらわれているような）実態をたちどころに認識できるであろう。

制度の運用がうまく行かない理由ははっきりしている。ほとんどの小売業者は、制度のこ

とを理解していないのである。その原因としては、制度内容に関する情報・説明が行き渡

っていないことと、象牙印鑑の小売取引が規制を受けることに対する、小売業者の基本的

な納得が得られていないことがあげられる。個々の小売業者の間では、自分たちが規制の

対象になっているという意識は全般的に希薄といえる。調査に対する回答者の中には、自

分の取り引きしている印鑑の管理は印鑑の仕入先である卸売業者、あるいは印章業組合が

行っており、自分たちは最初に届出をすれば後は何もしなくて良いと確信している者さえ

いる。

情報提供・説明が行き渡らない要因について若干付言する。

まず、印章業連合会に加盟していない者への対応に問題がある。これらの者の情報の入手

先はもっぱら取引先の卸売業者である。しかし、「組合員ではないから情報がない」という

小売業者の回答にあるように、基本的に情報量が不足しているようである。

なお、印章業連合会の１９９８年度の組合員数は３，５６９名（１９９８年度）（現代印章

１９９９年１０月号）、組合加盟店は３，２００店（現代印章２０００年１月号）に過ぎな

い。前述のとおり、原材料象牙あるいは象牙印鑑を取り引きする者として日本政府に業の

届出を行った業者は、１９９９年７月現在で１１，５００で、その大半は小売を行ってい

る者である。従って、組合加盟店は政府へ届出た小売業者のせいぜい３０％に過ぎず、残

る７０％が印章業連合会のケアが及ばないアウトサイダーということになる。

さらに、印章業連合会加盟業者についてさえ、今後管理の徹底が進まないであろうと推測

させる事実がある。

印章業者の全国組織である印章業連合会は、９つの地方ブロックの組織、各ブロックに含

まれる各都道府県単位の組織を傘下におさめる。象牙印鑑の小売業者に対する管理制度は、

こうした組織的受け皿が機能していることを前提に導入された。さもなくば、膨大な数の

小売業者の行う取引を管理を行おうとしても実効性が伴わないからである。業の届出も、

都道府県さらにはブロックごとに業者組織がとりまとめ、それを通産省の地方分局（通産

局）に提出する扱いとされていた。届出自体については、相当な割合の組合員が行ったよ

うである。

ところが、１９９９年には愛媛県の組織（４０名）が印章業連合会を脱退し、少なからぬ

都道府県組織で解散あるいは上部組織脱退が議論されるに至っている。その原因は財政面

での地方組織の負担問題が大きいが、後述の「象牙マーク」と法律に基づく認定シールに

関する問題で、地方組織のコンセンサスが得られなかったことにも一因があるようである。

（現代印章１９９９７年７月号）

なお、今回の調査で、印鑑店にはみやげものなどと称して海外（中国、タイ等）から持ち



込まれた印鑑の彫刻を依頼されることが珍しくないこともわかった。１５店の聴取の中で、

こちらからの問いかけでなく、小売店から積極的に情報提供があった例だけでも２件あっ

た。この事実は、密輸された印材が、日常的に小売りレベル・消費者レベルの流通に混入

していることを改めてうかがわせるものである。このような依頼があった場合、（台帳の記

載を行っている）小売業者の対応については、（当然のことであろうが）記帳を行わないよ

うである（別紙表のＦ店）。

このような密輸印鑑を目にすることはそれほど珍しいことでもない。

JWCS は、２０００年３月、ＪＲ駅構内通路で、日本の商社が開催する中国物産展で象牙

印鑑を販売しているのを発見した。表に出されていた数は１０本程度。角印が１、２本の

他は丸印で、サイズは長さ６０ｍｍ、直径は１５ｍｍ及び１８ｍｍであった。価格は１万

円から２万円（１８ｍｍ）で、日本の印鑑ディスカウント店よりも安い。この展示会では

刻印も行っていた。このような即売会で売られている象牙印鑑は、ほぼ間違いなく密輸品

であろう。

(２)象牙の国内取引管理制度の実効性を損なう業界の行動

１で述べたように、現行の象牙取引管理制度の中で法的義務が伴うのは、取引台帳記帳の

スキームである。これに対して１９９５年から存在する認定シールのスキームは任意の制

度に過ぎないが、種の保存法に基づく制度であり、認定は日本政府が行う（自然環境研究

センターに委託）。このスキームは、次のようなメカニズムにより機能すると考えられた。

すなわち、このようなシールは消費者を魅了するはずであり、従って小売業者は管理票の

ついた原材料からできた製品を選択するはずであり、そのような小売業者が増えれば、製

造業者も自主的に管理票を作成することになるだろうというのである。つまり、「アメ」を

与えて事業者による自主的な取引管理を誘導しようとするメカニズムである。

ところが、印章業連合会の関連組織である全国印章業団体協議会は、「象牙マーク」と呼ば

れるシールを発行し、それを添付して象牙印鑑を販売し始めた。

象牙マークの目的は、印章業連合会のストック全てについて、何らかの形で正規商品であ

るということを示すことにある。（現代印章１９９９年２月号）そこで、象牙マークは、政

府の認定シール発行の際申請されなかった印鑑と、申請したが認定シールが発行されなか

った印鑑に添付されることとなる。（現代印章１９９９年３月号）

この象牙マーク発行は業界独自のスキームであるが、当然、通産省の指導・了解を得て行

われているはずであり、業界紙でもそのように伝えられている。（現代印章１９９９年２月

号）

この象牙マークには、政府認定シールとよく似たデザインが施されている。円形のシール

の中には、象牙の長いゾウの横顔が描かれ、その周囲に発行組織の表示と「国際野生動植

物の保護に協賛」という表示が加えられる。ゾウの顔の下には、現行の象牙管理制度が発

効した１９９９年３月１８日の日付が記されている。当初は、CITES の公式ロゴを用い、

横に並べても意識しない限り違いがわからないほど政府認定シールによく似たデザインで

あったが（現代印章１９９９年２月号）、ロゴの使用を許可されなかったようである。

象牙マークを宣伝するポスターには、上に政府の認定シール、下には象牙マークがあしら



われ、「ご存じですか、安心のマーク。どちらのマークも適正に入手された象牙製品の証明

です。」と表示されている。

なお、象牙マークは卸売業者を通じて印章業連合会の会員以外にも流出している。（１９９

９年４月号）

この象牙マークの効果を一言で述べれば、政府認定シールのスキームの完全崩壊である。

政府認定シールのスキームは、認定シールが付いているものを選ぶように消費者へアピー

ルし、その流通を促すことで、製造業者による原材料象牙の自主管理を促すもののはずで

あった。

ところが、認定シールによく似た象牙マークは、これが付いている印鑑は政府認定シール

同様適正品だとアピールし、その流通を促すのである。

（JWCS は、もともとこのスキームは消費行動の実態を無視しているため、制度的欠陥が

あると主張してきたが、）認定シールのスキームの効果を主張してきた日本政府と業界が、

制度の実効性を自から否定するような行動をとったことになる。

象牙マークの問題は、日本政府による象牙管理制度がいかに名目だけのものかを典型的に

示す例といえよう。

３　象牙印鑑以外の製品の国内取引管理の必要性

(１)今回輸入された象牙の原材料としての用途

既に述べたとおり、３国から輸入された象牙の相当部分がサイズ的に小さく、象牙アクセ

サリーに加工される可能性が高いことからすれば、印鑑だけでなく、象牙アクセサリーの

国内取引をも十分に管理する必要があることとなる。１９８０年代以前のように、大きな

牙だけを選択的に買い付けられるようになるならばいざ知らず、今回の輸入のために行わ

れたオークションのように、日本の業者が大きい牙と小さい牙を抱き合わせで買わざるを

得ない事態が一般化すれば、アクセサリーの原材料にせざるを得ない小さい牙の製造・流

通が増加すると考えられる。

 (２)アクセサリー等、印鑑以外の製品の流通

象牙製品には、印鑑以外にも、アクセサリー（ネックレス、ブローチその他）、彫刻を施し

た置物、箸、根付、邦楽器の部品、ピアノの鍵盤などがある。これらの製品の中には限定

的な用途や嗜好によるものもあるが、もっとも一般的な消費の対象になると思われるのが

アクセサリー（主として洋装用）である。１９８０年頃には、象牙アクセサリーの需要が

増加傾向にあった。(Martin 1985)

象牙アクセサリーは、国際取引禁止の前後を問わず、国内でも製造が行われている。象牙

製造業者の中には、アクセサリー製造を主とするものもいる。国際取引禁止前には、アク

セサリー用の原材料象牙のうち３分の２が輸入された牙から製造され、残りの３分の１が

印鑑及び楽器製造の際に出た端材から製造されるともいわれていた。（Milliken1989）

一方、あるアクセサリー業者によると、１９８９年の国際取引禁止前は、日本の業者自身

が香港など海外に製造拠点を置くことが少なくなかった（日本人以外の業者が香港などで



象牙製品を製造していたことはよく知られている）。原材料象牙は現地でも調達されたであ

ろうが、国内で印鑑を加工した際に出る端材や小型の牙で日本から再輸出されたものが利

用されていた。１９７９年から１９８８年に日本から年平均４４トンの端材及び２８９ト

ンの未加工象牙が再輸出された。（TRAFFIC1997）そのほとんどが香港及び台湾に向けら

れたものである。アクセサリー業者によると、国際取引禁止後は、製造拠点は閉鎖し、象

牙アクセサリーは日本国内の工場で製造されるようになった。日本国内で製造すると人件

費がかかり、効率は落ちる。

製造された象牙アクセサリーは、製造業者自らがデパート等に卸すこともある一方、自ら

は製造を行わない卸売業者が製造業者から仕入れ、デパート、アクセサリー店、ブティッ

ク等へ卸している。デパートを得意とする業者もいれば、個々のアクセサリー店を得意と

する業者もいる。東京には、関東地方のアクセサリー小売業者が買付にくるような展示販

売会を毎年行っている卸売業者もいる。これらの卸売業者は、アクセサリー全般を扱う者

と、一定の素材に限定して扱う者に分かれる。一定の素材とは、象牙の他、べっ甲、琥珀、

サンゴ、貝パールなど、あるいはその一部である。

　すなわち、印鑑同様、製造を行わない卸売業者や小売業者が象牙アクセサリーの流通に

参加しているのである。

(３)管理制度の欠陥

(１)で述べたように、象牙アクセサリーの国内取引を十分に管理する必要があること、そし

て(２)で述べたように象牙アクセサリーの流通に、製造を行わない卸売業者や小売業者が参

加している流通実態を前提とすれば、象牙アクセサリーの卸売・小売についても象牙の国

内取引管理制度が適用されるべきこととなる。

しかし、既に述べたとおり（坂元 1999 など）、現行の制度では、製造を行わない者につい

ては印鑑の取引が管理の対象とされているに過ぎない。すなわち、現行の制度は、日本に

おける象牙製品の流通実態を踏まえた管理のあり方として欠陥があるということになる。

この点は、南部アフリカ３国から現実に象牙が輸入されて、改めて明らかになった象牙の

国内取引管理制度の欠陥といえよう。

４　結論

現行の象牙管理制度の下では、小売市場において違法に輸入された象牙から製造された印

鑑と適法なそれとを区別することができない。なぜなら、店頭の象牙印鑑と管理（記録）

された印鑑とを照合するためのメカニズムが備えられていないし、製造業者、卸売業者、

小売業者それぞれが記帳する取引台帳全てをつき合わせることなしに、取り引きされる象

牙印鑑の流れを把握することは不可能だからである。

また、実態調査の結果、多くの印鑑小売業者はこの管理制度における業の届け出、台帳記

帳などの法的義務を認識していない結果、それら義務を正しく履行しておらず、台帳の記

載を全く行っていない者も少なくないことが判明した。

印章業界は、当該印鑑の原材料象牙が適法に輸入されたものだと証明するために「象牙マ



ーク」と呼ばれる、従来の政府認定シールとよく似たデザインのシールを発行しているが、

日本政府はこれを黙認している。

また、南部アフリカ３国からの輸入象牙の相当部分はサイズ的に小さく印鑑材料としては

不適であり、アクセサリーの原材料とされると考えられるにもかかわらず、現行の卸売及

び小売の規制は、印鑑のみを対象にしている。この点でも現行の管理制度には明らかに穴

がある。

このような状況と、第１章で得られた結論、すなわち日本国内の象牙の流通・需要及び日

本への象牙密輸が促進されつつある事実をあわせ考える限り、日本１国に向けた象牙の国

際取引の試験的再開は失敗だったというべきであり、日本以上の管理制度を有する国はな

いとの３国の主張を前提とする限りそれらのアフリカゾウの付属書格下げ自体が時期尚早

だったといわねばならない。これらのアフリカゾウは付属書Ⅰに再掲載すべきである。

３国の象牙の試験的取引再開及び付属書格下げ自体をこのように評価する以上、３国以外

の国、具体的には南アフリカ共和国のアフリカゾウの付属書格下げについても未だ時期尚

早といわなければならない。

付属書格下げ自体は象牙取引再開と切り離して考えるべきであるという意見もあるが、ア

フリカゾウの主要な経済的価値は象牙が産むこと、付属書格下げ自体が象牙目的の密猟を

助長する誘因になることを考えれば、付属書格下げそのものについて厳しい態度をとるべ

きである。
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 付属資料

業の届出の有無 取引台帳への記載実施 特記事項

Ａ店（渋谷区） 有 無　理解せず

Ｂ店（港区） 無 無　理解せず 1995実施の標章制度しか知らず。
「（印章業）組合に入っていないので、
情報もない。」

Ｃ店（港区） 無 無　理解せず 届出義務は理解しつつ行っていな
い。「卸売業者（大卸）が国際取引禁
止後在庫を出さずに価格をつり上げ
た。消費者の象牙離れが出てきたの
で今度は在庫を放出しようと言う魂胆

Ｄ店（港区） 有　 無　理解せず 台帳ついて「従来売上管理全般のた
めにつけていたノートでよい。」

Ｅ店（千代田区）有 無　理解せず 「従来売上管理全般のためにつけて
いたノートでよい。」「役所から花にも
説明されていない。」

Ｆ店（港区） 無？ 無　理解せず 1995実施の表彰制度しか知らず。台
帳については、「全部（印章業）組合
がやってくれる。」立入検査について
は「役所が来るなんてきいたことがな
い。」しかし、「シールは今は貼る必要
がない。一度在庫を届け出ればそれ
で終わりである。」「中国、タイからの
おみやげだという象牙印鑑の刻印を
依頼されることもある。」

Ｇ店（新宿区） 無？ 無　理解せず

Ｈ店（新宿区） 無？ 無　理解せず
Ｉ店（千代田区）無？ 無　理解せず
Ｊ店（千代田区）有 有 おみやげなんかで印鑑をもってくる人

もいるので（台帳をつけても印鑑の流
通は）厳密にはわからないだろうが。」

Ｋ店（台東区） 有？ 有？

Ｌ店（台東区）
無？ 無　理解せず 「小売店の上の卸で管理している。」

「小売店は厳しく言われない。」
Ｍ店（台東区） 有？ 有？
Ｎ店（台東区） 有 有
Ｏ店（品川区） 有 無　理解せず 「従来売上管理全般のためにつけて

いたノートでよい。」

＊業の届出の「有？」は、1995年施行の任意の制度と混同している可能性も残るが、おそらく届出
をしている場合、「無？」は、届出義務について理解が無く、おそらく届出をしていない場合を意味する。
＊取引台帳記帳の「有？」は、商品一般の売り上げ記録と混同している可能性もあるが、おそらく
記帳している者を意味する。


